
このご旅行はアルパインツアーサービス株式会社
(本社：東京都港区西新橋2-8-11 観光庁長官登
録旅行業第490号。以下当社という）が企画・実施
するもので、当社はお客様が当社の定める旅行日程
に従って、運送・宿泊その他の旅行に関するサービス
（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受ける
ことができるように、手配し、旅程を管理します。ご
旅行条件につきましては、下記によるほか、当社の
旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）、および別
途お渡しする確定書面（最終日程表）によります。

1. 旅行のお申し込み
当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、
所定の申込み金を添えてお申し込みいただきます。
（お電話でのご予約の場合には、３日以内に。）申
込金は旅行代金、取消料、または違約料のそれぞ
れ一部として取扱います。なお当社がお申し込み
を受諾し、申込書と申込金を受理した時に旅行契
約が成立します。お電話や電子メールでのご予約
のみでは、旅行契約は成立しておりません。

2. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始前の所定の日より前にお支
払いいただきます。

3. 旅行代金に含まれるもの
日程に明示した航空機・バス・列車など利用交通
機関の運賃及び料金（この運賃・料金には、運送
機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な
変動に対応するため、一定の期間及び一定の条
件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるもの
に限ります。以下同様とします。）を含みません。）、
ガイド料金、入場料、宿泊料金、食事料金、税・
サービス料など。

4. 旅行代金に含まれないもの
超過手荷物運搬料金（運送機関の手荷物規則に
よる）、クリーニング代、電話代、酒、果物類その
他個人的性質の諸費用およびサービス料など、
日程に明示された費用以外のもの。運送機関の
課す付加運賃・料金。

5. 旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の
サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行
計画によらない運送サービスの提供その他の当社

の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変
更することがあります。またその変更に伴い旅行代
金を変更することがあります。著しい経済情勢の変
動により通常予想される程度を大幅に越えて利用
する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は
旅行代金を変更することがあります。増額の場合は
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１５日
目にあたる日より前におしらせします。

6. 当社による旅行契約解除
当社は次に掲げる場合においては、旅行開始前
に旅行契約を解除することがあります。
(1) お客様が所定の期日までに旅行代金を支払
わないとき（この場合、別表の取消料に準じて違
約料を支払っていただきます。）
(2) お客様が、当社があらかじめ明示した性別・
年令・資格・技能その他の参加旅行者の条件を
みたしていないことが判明したとき。
(3) お客様が病気その他の事由により、当該旅
行に耐えられないと認められるとき。
(4) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、また
は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがある
と認められるとき。
(5) 参加者の数がパンフレットに記載した最少
催行人数に達しなかったとき。この場合は、旅行
開始の前日より起算してさかのぼって13日目（日
帰り旅行の場合は3日目）にあたる日より前まで
に旅行中止の旨を通知します。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の
旅行サービス提供の中止、官公署の命令その
他当社の関与しえない事由が生じた場合におい
て、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行
の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または
不可能となるおそれが大きいとき。

7. お客様による旅行契約の解除（取消料のかかる場合）
お客様は、以下の取消料を支払って旅行契約を
解除することができます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等
の事由によるお取消しの場合も表記取消料をい
ただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは、夫婦部屋
等追加代金、延泊代金などの追加代金を含めた
金額です。

別表1  【国内旅行にかかる取消料】
旅行契約の解除期日 取消料

○旅行開始日の前日より起算してさ
かのぼって20日目（日帰り旅行の
場合は10日目）にあたる日以降8
日目にあたる日まで

旅行代金の20％

○旅行開始日の前日より起算してさ
かのぼって7日目にあたる日以降
前々日まで

旅行代金の30％

○旅行開始の前日 旅行代金の40％
○旅行開始の当日 旅行代金の50％
○旅行開始後及び無連絡不参加の
場合 旅行代金の全額

8. お客様による旅行契約の解除（取消料のかから
ない場合）
下記の場合に取消料はいただきません。（一
部例示）
①旅行契約内容に以下に例示する重要な変更
が行われたとき。
ａ．旅行開始日又は終了日の変更
ｂ．入場する観光地、観光施設、その他の旅行の
目的地の変更
ｃ．運送機関の種類又は会社名の変更
ｄ．運送機関の「設備及び等級」のより低いもの
への変更
e．宿泊施設の変更又は宿泊施設の種類の変更
f．宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
②旅行代金が増額された場合
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しな
い場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行
日程通りの実施が不可能となったとき。

9. 当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を
与えたときは損害を賠償いたします。（お荷物に
関係する賠償限度額は１人１５万円）ただし次の
ような場合は原則として責任を負いません。天災
地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは
火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのため
に生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、
官公署の命令、その他の当社又は手配代行者の
関与し得ない事由により損害を被ったとき。

10. 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な
外来の事故により生命、身体、または手荷物に被っ
た一定の損害について、旅行業約款特別補償規程
により、一定の補償金及び見舞金を支払います。

11. 旅程保証
旅行日程に8.①に掲げる重要な変更が行われ
た場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）の規定により、その変更の内容に応じて旅行
代金の1％～5％に相当する額の変更補償金を
支払います。ただし、一旅行契約について支払わ
れる変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度
とします。また、一旅行契約についての変更補償
金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は
支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅
行代金とは、追加代金を含めた合計額です。

12. お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被っ
たときは、当該お客様は損害を賠償しなければ
なりません。お客様は、当社から提供される情
報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権
利・義務その他企画旅行契約の内容について理
解するよう努めなければなりません。お客様は、
旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サー
ビスについて、記載内容と異なるものと認識した
ときは、旅行地において速やかに当社、当社の手
配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申
し出なければなりません。

13. 個人情報の取扱いについて
当社及び販売受託旅行業者は、旅行申込みの際
に提出された申込書に記載された個人情報につ
いて、お客様との間の連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行
において運送・宿泊機関等の提供するサービス
の手配及びそれらのサービスの受領のための手
続に必要な範囲内で利用させていただきます。こ
のほか、当社及び販売店では「キャンペーン」のご
案内や「アンケート」のお願いなどにお客様の個
人情報を利用させていただくことがあります。

国内旅行 旅行条件（要旨）

このパンフレットに掲載した企画旅行の旅行代
金は、2016年12月20日の運賃・料金を基準と
しています。
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総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行
 契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱責任者にお訊ねください。

e-mail:kokunai@alpine-tour.com    http://www.alpine-tour.com/japan/index.html

担当：椙山、渡邉、紀平、佐々木、児玉


